
権利擁護支援に関する人材育成の取組みについて②

eラーニング研修システムの概要（大田区福祉人材育成・交流センター運営) 権利擁護支援に関するe-ラーニングコンテンツ

【目的】
区内福祉従事者向けのeラーニング研修システムを運営し、

様々な研修コンテンツを提供することで、福祉事業所等における
人材育成を支援し、区内福祉サービスの質の向上を図る。

【利用対象者】
区内の福祉事業所等において支援に従事する福祉従事者
(民間事業所及び区の職員）
●介護保険サービス事業所 約880事業所
●障害者福祉サービス事業所 約600事業所
●区役所各課、社会福祉協議会、ﾌﾗｯﾄおおた、地域包括支援センター、
JOBOTA、SAPOTA等

【利用方法(利用料は無料)】

【eラーニングシステム利用登録】
・eラーニングの利用を希望する福祉事業所は、申込書を福祉管理課に
提出する。

・福祉管理課にて利用者アカウントを作成し、福祉事業所に通知する。

【eラーニング研修の受講方法】
・大田区ホームページ(大田区福祉人材育成・交流センター)より
システムにログインして研修を受講する。

資料番号２－２

eラーニング研修

項目 講師 内容等

１ 権利擁護支援とは
星野美子
(社会福祉士)

・第二期成年後見制度利用促進基本計
画における権利擁護支援とは

２
権利擁護支援検討
会議

おおた成年
後見センター

・権利擁護支援検討会議について

３ 意思決定支援
星野美子
(社会福祉士)

・意思決定支援の基本原則と要素
・意思決定支援の具体的なプロセス
・代行決定へ移行する場合

４ 成年後見制度①
松井秀樹
(司法書士）

・成年後見制度の概要

５ 成年後見制度② 区福祉管理課
・区長申立ての流れ
・大田区成年後見制度利用支援事業
(報酬助成)

６
おおた成年後見セ
ンター

おおた成年
後見センター

・おおた成年後見センターについて

7
地域福祉権利擁護
事業

おおた成年
後見センター

・地域福祉権利擁護事業について

コース一覧＞Ｂ権利擁護支援 をクリック 各研修コンテンツを選択して受講大田区ホームページからシステムに遷移 事前に申請したアカウントでログイン


